
号

外

一�
令

和

三

年

三

月
二
十
五
日

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人
事
委
員
会)

二
ペ
ー
ジ

○
給
与
の
支
払
監
理
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

同

)

七

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

八

○
岐
阜
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(
同

)

八

○
岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

同

)

八

○
岐
阜
県
人
事
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

九

○
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害

補
償
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)
一
〇

○
岐
阜
県
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

同

)

一
〇

○
岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
〇

○
岐
阜
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
一

○
岐
阜
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
一

○
岐
阜
県
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
一

○
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
二

( ) 令和３年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日



勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

規
定
に
よ
り｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項
の
書
面

(

以
下｢

要
求
書｣

と
い
う
。)

に
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
措
置
の
要
求
を
し
よ
う

と
す
る
職
員(

以
下｢

要
求
者｣

と
い
う
。)

が
記
名
押
印
し
て｣

を｢

措
置
の
要
求
を
し
よ
う
と
す

る
職
員(

以
下｢

要
求
者｣

と
い
う
。)

は
、
前
項
の
書
面(

以
下｢
要
求
書｣

と
い
う
。)

に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中｢

但
し｣
を｢
た
だ
し｣

に
改
め
、
同
項
第

一
号
中｢

及
び
所
属
部
局
、｣

を｢

、
住
所
、
所
属
部
局
及
び｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

前
項
の

記
載
事
項｣

を｢

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項｣

に
、｢

す
み
や
か
に｣

を｢

速
や
か
に｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中｢

第
四
十
一
条
第
一
項｣

を｢

同
規
則
第
四
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

給
与
の
支
払
監
理
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

給
与
の
支
払
監
理
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
与
の
支
払
監
理
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中｢

押
印
等
を｣

を｢

必
要
な
記
録
を
適
宜
の
方
法
で
自
ら｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中｢

の
押
印｣

を｢

へ
の
現
金
受
領
の
表
示｣

に
改
め
、
同
条
中｢

口
座

振
込｣

を｢

口
座
振
込
み｣

に
、｢

の
受
領
に
係
る
押
印
を
し
な
け
れ
ば｣

を｢

を
受
領
し
た
旨
を
示

さ
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
中｢

あ
た
つ
て
誤
記｣

を｢

当
た
つ
て
誤
記
を｣

に
、｢

し
た
者
が
押
印｣

を｢

の
訂
正

を
し
た
者
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中｢

、
そ
の
つ
ど｣

を｢

そ
の
都
度｣

に
、｢

う
え｣

を｢

上｣

に
、｢

押
印
す

る｣

を｢

確
認
し
、
当
該
時
間
外
勤
務
等
命
令
簿
又
は
宿
日
直
勤
務
命
令
簿
に
そ
の
旨
を
示
す｣

に
改

め
、
同
条
第
二
項
中｢

つ
ど｣

を｢

都
度｣

に
、｢

う
え｣

を｢

上｣

に
、｢

押
印
す
る｣

を｢

確
認
し
、

当
該
管
理
職
員
特
別
勤
務
実
績
簿
に
そ
の
旨
を
示
す｣

に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
第
十
六
号
中｢

第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
で
あ
つ
て
、
養
子
縁
組

に
よ
つ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
若
し
く
は
同
条
第
二
項｣

を｢

第
六
条
の
四
第
二
号

に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親(

以
下｢

養
子
縁
組
里
親｣

と
い
う
。)

で
あ
る
者
若
し
く
は
同
条
第
一

号｣

に
、｢

養
子
縁
組
に
よ
つ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
と
し
て｣

を｢

養
子
縁
組
里

親
と
し
て｣

に
改
め
る
。
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人
事
委
員
会
規
則



｢
｢

別
記
第
一
号
様
式
中

を

に
、

｣
｣

｢□
１
新
た
に
職
員
と
な
つ
た

□
２
新
た
に
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る

を

□
３
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
(子
､
孫
及
び
弟
妹
で
22歳
の

年
度
末
を
超
え
た
者
を
除
く
｡)

｣
｢□
１
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
(行
政
職
９
級
職
員
等
に
あ
つ
て
は
､
扶
養
親
族
た
る
子
が
あ

る
場
合
に
限
る
｡)

□
２
行
政
職
９
級
職
員
等
か
ら
行
政
職
９
級
職
員
等
以
外
の
職
員
と
な
つ
た
(子
以
外
の
扶

養
親
族
が
あ
る
場
合
に
限
る
｡)

□
３
新
た
に
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
(行
政
職
９
級
職
員
等

に
、

に
あ
つ
て
は
､
子
に
限
る
｡)

□
４
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
(子
､
孫
及
び
弟
妹
で
満
22歳

に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
年
度
末
を
経
過
し
た
者
を
除
き
､
行
政
職
９
級
職
員
等
に
あ
つ

て
は
､
子
に
限
る
｡)

｣
｢２
又
は
３
｣

を｢３
又
は
４
｣

に
、｢死

亡
｣

を｢死
亡
､
就
職
､
離
職
｣

に
、｢氏

名
｢

｢

印
｣

を｢氏
名

｣

に
、

を

に
改
め
る
。
｣

｣
｢

｢

別
記
第
二
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

｢
｢

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中

を

に
、｢除

く
｣

｣
｣

を｢除
く
｡
｣

に
、｢該

当
す
る
も
の
｣

を｢､
該
当
す
る
も
の
｣

に
、｢氏

名
印
｣

を｢氏
｢

｢

名
｣

に
、

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
二
号
様
式
の
三
中｢氏

名
印
｣

を｢氏
名

｣

に
改
め
る
。

｢

別
記
第
二
号
様
式
の
四
の
二
表
面
中

を

｣
｢

｢

に
、

を

｣

( ) 令和３年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

取
扱
者

認
印

職
氏
名
印

印

印

取
扱
者

確
認 職
氏
名

取
扱
者

認
印

取
扱
者

確
認

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

支
給

月
(支
給
月
に
○
印
を
付
す
)

(毎
月
の
場
合
は
省
略
可
)

取
扱
者

認
印

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

支
給

月
(支
給
月
に
○
印
を
付
す
)

(毎
月
の
場
合
は
省
略
可
)



｣
｢

｢

に
、

を

｣
｣

｢

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中

｣
｢

｢

を

に
、

｣
｣

｢
｢

を

に
、｢氏

名
｣

｣
｢

｢

印
｣

を｢氏
名

｣

に
、

を

に
改
め

｣
｣

る
。別

記
第
二
号
様
式
の
五
そ
の
一
表
面
中

｢□
４
そ
の
他
(

)
｣

を

｢□
４
配
偶
者
と
同

□
５
そ
の
他
(

居
)｣

に
、｢１

異
動
直
前
の
居
住
状
況
等
｣

を｢１
異
動
直
前
の
居
住
状
況
等
(届
出
の
理
由
が

｢１
新
規
｣
以
外
の
場
合
は
､
記
入
不
要
)
｣

に
、｢２

現
在
の
居
住
状
況
等
｣

を｢２
現
在
の

居
住
状
況
等
(届
出
の
理
由
が
｢４
配
偶
者
と
同
居
｣)
の
場
合
は
､
記
入
不
要
)｣

に
、｢氏

名
｢

｢

印
｣

を｢氏
名

｣

に
、

を

に
改
め
、
同
様
式
そ
の

｣
｣

一
裏
面
中｢理

由
の
１
の
み
｣

を｢､
理
由
の
１
の
み
｣

に
、｢４

に
｣

を｢５
に
｣

に
、｢内

容
｣

を

｢､
内
容
｣

に
、｢欄

は
記
入
｣

を｢欄
は
､
記
入
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
中｢�

異
動
直
前

の
住
居
か
ら
勤
務
公
署
ま
で
の
通
勤
経
路
及
び
方
法
｣

を

｢�
異
動
直
前
の
住
居
か
ら
勤
務
公
署
ま
で
の
通
勤
経
路
及
び
方
法

(異
動
に
伴
つ
て
配
偶
者
と
と
も
に
住
居
を
移
転
し
､
そ
の
後
に
配
偶
者
と
別
居
し
た

場
合
は
､
記
入
不
要
)

｣

に
、

｢�
配
偶
者
の
住
居
か
ら
勤
務
公
署
ま
で
の
通
勤
経
路
及
び
方
法
｣

を

｢�
配
偶
者
の
住
居
か
ら
勤
務
公
署
ま
で
の
通
勤
経
路
及
び
方
法

(異
動
に
伴
い
配
偶
者
と
別
居
し
た
場
合
で
､
配
偶
者
の
住
居
が
異
動
直
前
の
本
人

の
住
居
と
同
じ
と
き
は
､
記
入
不
要
)

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
六
中｢印

｣

を
削
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年３月25日 ( )４

取
扱
者

認
印

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

支
給

月
(支
給
月
に
○
印
を
付
す
)

(毎
月
の
場
合
は
省
略
可
)

取
扱
者

認
印

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

支
給

月
(支
給
月
に
○
印
を
付
す
)

(毎
月
の
場
合
は
省
略
可
)

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

備
考

備
考

取
扱
者

認
印

取
扱
者

確
認



｢
｢

｢
別
記
第
三
号
様
式
中

を

に
、

を

｣
｣

｣
｢

に
改
め
る
。

｣
｢

｢
｢

別
記
第
三
号
様
式
の
二
中

を

に
、

を

｣
｣

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
三
号
様
式
の
三
表
面
中｢補

職
名
｣

を｢職
名
｣

に
、｢従

事
者
印
｣

を｢従
事
者
確
認
｣

に
、｢任

命
権
者
印
｣

を｢任
命
権
者
確
認
｣

に
、｢あ
っ
た
｣

を｢あ
つ
た
｣

に
、｢な

か
っ
た
｣

を

｢な
か
つ
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中｢当
た
っ
て
｣

を｢当
た
つ
て
｣

に
、｢あ

っ
た
か
｣

を｢あ
つ
た
か
｣

に
、｢以

下
｣

を｢次
｣

に
、｢主
催
又
は
｣

を｢主
催
し
､
又
は
｣

に
改
め
る
。

｢
｢

｢

別
記
第
四
号
様
式
中

を

に
、

を

｣
｣

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

｢

別
記
第
四
号
様
式
の
四
及
び
別
記
第
四
号
様
式
の
五
中

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣｢
｢

別
記
第
四
号
様
式
の
六
表
面
中

を

に
、｢職

｣
｣

｢

員
｣

を｢､
職
員
｣

に
改
め
、｢又

は
押
印
｣

を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中

を

｣

｢
｢

( ) 令和３年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

従
事
者

確
認

従
事
者

確
認

命
令

権
者

実
績

確
認

所
属

長
印

従
事
職
員
の
印

所
属

長
印直
接
監
督

責
任
者
印

命
令
権
者
の
印

直
接

監
督

責
任

者
印

従
事

職
員

確
認

所
属
長

確
認

所
属
長

確
認 命
令

権
者

確
認

直
接
監
督

責
任
者

確
認

直
接

監
督

責
任
者

確
認

命
令

権
者

の
検
印従
事

者
印

従
事

者
印

※本
人
印

※本
人
印

所
属
長

決
裁

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

承
認
の

可
否

印

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

承
認

の
可

否

所
属
長

決
裁

※本
人
印

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

承
認
の

可
否



｢

に
、

を

｣

｣
｣

｢職
員
｣

を｢､
職
員
｣

に
改
め
、｢又

は
押
印
｣

を
削
る
。

｢
｢

別
記
第
五
号
様
式
中

を

に
改
め

｣
｣

る
。別

記
第
六
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、

｢

を

｣
｢

に
改
め
、
同
様
式
注
第

｣

一
号
中｢ま

つ
消
｣

を｢抹
消
｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
記
第
七
号
様
式
表
面
中

を

に
、｢職

員
｣

｣
｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年３月25日 ( )６

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

承
認

の
可

否

本
人
印

受
理
者
等
印

受
理
者
等
確
認

承
認
者
確
認
欄

年
月

日

承
認
者
認
印
所
属
長
認
印

※本
人
印

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

承
認
の

可
否

取
扱
者
認
印
出
勤
簿
整
理

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

承
認

の
可

否

��



�
�

��

｢
を｢､

職
員
｣

に
改
め
、｢又

は
押
印
｣

を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中

を

｣
｢

｢

｢

に
、

を

｣

｢職
員
｣

を｢､
職
員
｣

に
改
め
、｢又

は
押
印
｣

を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中

｢

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
九
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二(
第
一
号
様
式)

中｢�
｣

を
削
り
、

｢
｢

( ) 令和３年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

□
承

認
□
不

承
認

承
認

の
可

否

※本
人
印
所
属
長

決
裁

所
属
長

決
裁

※本
人
印

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

□
承

認
□
不
承
認

承
認
の

可
否

支
出
命
令
権
者

精
算
決
裁
印

許
可
者
確
認
欄

年
月

日

許
可
者
認
印旅

行
命
令

権
者
の
認
印

所
属
長
認
印
取
扱
者
認
印支
出
命
令
権
者

の
精
算
確
認

出
勤
簿
整
理

旅
行
命
令

権
者
の
確
認

�
��



｣
｣

め
る
。

別
表
第
二(
第
二
号
様
式)

中｢認
印
｣

を｢確
認
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二(
第
三
号
様
式)

中｢�
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢､

氏
名
及
び
印
｣

を｢及
び
氏
名
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
裏
面
中｢�

｣

及
び｢
印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
四
裏
面
中｢�

｣

及
び｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
五
表
面
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中｢

印□
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

岐
阜
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢

印□
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
四
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、

｢

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
二
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年３月25日 ( )８

確
認

欄

年
月

日

承
認
者
認
印

承
認

者

所
属
長
認
印
取
扱
者
認
印

所
属
長

出
勤
簿
整
理



｢

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
五
号
様
式
中｢�

｣
を
削
り
、

｢

を

｣
｢

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中

｣

｢
｢を

｣
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
人
事
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

岐
阜
県
人
事
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
人
事
委
員
会
聴
聞
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

聴
聞
調
書｣

を｢

調
書｣

に
改
め
、｢

し
、
こ
れ
に
記
名
押
印｣

を
削
り
、

同
条
第
三
項
中｢
し
、
記
名
押
印｣

を
削
る
。

附

則

( ) 令和３年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９

請
求
者

印 承
認
者
確
認
欄

年
月

日

承
認
者
認
印

確
認

欄

年
月

日

承
認
者
認
印

承
認
者

印
所
属
長

印

承
認

者

取
扱
者

印

所
属
長
認
印

所
属
長
認
印

出
勤
簿

整
理

備
考 取
扱
者
認
印

取
扱
者
認
印所

属
長
確
認

出
勤
簿
整
理

所
属
長

出
勤
簿
整
理

出
勤
簿

整
理

備
考



こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る

規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中｢

の
各
号｣

及
び｢

、
記
名
押
印
し
て｣
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

岐
阜
県
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、

｢１
｢職
務
の
級
(号
給
)｣
の
欄
の
号
給
は
､
退
職
時
の
み
記
入
す
る
｡

２
｢職
務
内
容
｣
の
欄
に
は
､
再
任
用
時
(任
期
更
新
後
)
の
当
該
職
員
の
職
務
内
容
を
記
入
す
る
｡

３
｢再
任
用
(更
新
)
事
由
｣
の
欄
に
は
､
再
任
用
及
び
任
期
の
更
新
を
行
う
事
情
そ
の
他
の
理
由
を

記
入
す
る
｡

｣

を

｢ １
｢生
年
月
日
(年
齢
)｣
の
欄
の
年
齢
は
､
再
任
用
及
び
任
期
の
更
新
を
行
う
日
に
お
け
る
年
齢
を

記
入
す
る
｡

２
｢職
務
の
級
(号
給
)｣
の
欄
の
号
給
は
､
退
職
時
の
み
記
入
す
る
｡

３
｢職
務
内
容
｣
の
欄
に
は
､
再
任
用
時
(任
期
更
新
後
)
の
当
該
職
員
の
職
務
内
容
及
び
勤
務
形
態

を
記
入
す
る
｡

４
｢再
任
用
(更
新
)
事
由
｣
の
欄
に
は
､
再
任
用
及
び
任
期
の
更
新
を
行
う
事
情
そ
の
他
の
理
由
を

記
入
す
る
｡

｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
人
事

委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢

印
｣

を｢任
命
権
者

｣

に

改
め
、
同
様
式
備
考
第
六
号
中｢月

額
に
換
算
｣

を｢､
月
額
に
換
算
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢

印
｣

を｢任
命
権
者

｣

に

改
め
る
。附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

岐
阜
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則

第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
表
面
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中

｢
｢を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
二
号
様
式
中｢氏

名
印
｣

を｢氏
名

｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

岐
阜
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会

規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中｢氏

名
印
｣

を｢氏
名

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

( ) 令和３年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11

申
請
者
印

任
命
権
者

印
任
命
権
者
確
認



岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

岐
阜
県
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会

規
則
第
二
十
一
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中｢氏

名
印
｣

を｢氏
名

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会

規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
中｢

押
印
す
る｣

を｢

確
認
し
、
当
該
時
間
外
勤
務
等
命
令
簿
又
は
宿
日
直
勤
務
命
令

簿
に
そ
の
旨
を
示
す｣

に
改
め
る
。

｢

別
記
第
一
号
様
式
中

を

に
、

を

｣
｣

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

｢
｢

｢

別
記
第
二
号
様
式
中

を

に
、

を

｣
｣

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

｢
｢

｢

別
記
第
三
号
様
式
中

を

に
、

を

｣
｣

｣

｢

に
改
め
る
。

｣
｢

別
記
第
五
号
様
式
表
面
中

を
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命
令

権
者

実
績

確
認

従
事

職
員

の
印

命
令

権
者

の
印

従
事

職
員

確
認

命
令

権
者

確
認

命
令

権
者

の
検
印

従
事
者

確
認

従
事
者

確
認

所
属
長
印

所
属

長
印

取
扱
者

認
印 直
接
監
督

責
任
者
印

直
接
監
督
責
任
者
印

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

支
給

月
(支
給
月
に
○
印
を
付
す
)

(毎
月
の
場
合
は
省
略
可
)

所
属
長

確
認

所
属
長

確
認

直
接

監
督

責
任
者

確
認

直
接
監
督

責
任
者

確
認

従
事

者
印

従
事

者
印



｣

｢

｢

に
、

を

｣

｣

｢

｢

に
、

を

｣

｣

｢

に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中

｣

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢
｢

を

に
、｢氏

名

｣
｣

｢
｢

印
｣

を｢氏
名

｣

に
、

を

に
改
め

｣
｣

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お

( ) 令和３年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

支
給

月
(支
給
月
に
○
印
を
付
す
)

(毎
月
の
場
合
は
省
略
可
)

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

取
扱
者

認
印

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

支
給

月
(支
給
月
に
○
印
を
付
す
)

(毎
月
の
場
合
は
省
略
可
)

取
扱
者

認
印

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

１
２
３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

支
給

月
(支
給
月
に
○
印
を
付
す
)

(毎
月
の
場
合
は
省
略
可
)

備
考

備
考



い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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令
和
三
年
三
月
二
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


